
   阿賀野市文化・スポーツ特別賞表彰要綱  

平成２７年３月２日  

告示第  ３０   号  

 （目的）  

第１条 この告示は、阿賀野市における文化の向上と振興に顕著な功績のあっ

た個人若しくは団体又は競技スポーツ大会において優秀な成績を収めた個

人若しくは団体を市が表彰することにより、阿賀野市の文化及びスポーツの

振興を図ることを目的とする。 

 （表彰の種類）  

第２条 表彰の種類は、次に掲げるものとする。 

 （１）阿賀野市文化特別賞 

 （２）阿賀野市スポーツ特別賞 

 （表彰の対象）  

第３条 前条各号の賞は、次に掲げる者又は団体を表彰の対象とする。 

(１) 阿賀野市文化特別賞 国、県及び阿賀野市の芸術、科学、教育等の

文化活動の振興発展に極めて大きく貢献し、かつ地域の活力に寄与し

た個人又は団体 

(２) 阿賀野市スポーツ特別賞 全国大会等の大会に出場し、極めて優秀

な成績を残し、広く市民に勇気と夢を与え、かつ地域の活力に寄与し

た個人又は団体 

 （表彰者の要件）  

第４条 前条各号に規定する個人又は団体は、次のいずれかに該当するものと

する。 

 (１) 市内に住所を有する者又は勤務する者 

 (２) 市内の学校に在学する者または卒業した者 

 (３) 市内に主たる事務局等を有する団体 

 (４) 市長が適当と認めるもの 

 （表彰者の推薦）  

第５条 阿賀野市行政組織規則（平成２５年規則第１７号）に定める課等の長

は、第３条に規定する表彰の対象があったときは、阿賀野市文化・スポーツ

特別賞表彰調書（別記様式）により、市長に推薦するものとする。 

 （表彰の決定）  

第６条 市長は、前条の推薦に基づき、表彰者を決定するものとする。 

 （表彰の方法）  



第７条 市長は、表彰者に対し、表彰状と併せて副賞を贈ることができるもの

とする。 

 （表彰の時期）  

第８条 市長は、必要と認めたその都度、表彰を行うことができるものとする。 

   附 則  

 この告示は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式（第５条関係）  

 

阿賀野市文化・スポーツ特別賞表彰調書  

表彰区分  
 

住所（所在地）  
 

ふりがな  

氏 名 

又は  

団 体 名 

及び  

代 表 者 名 

 

生年月日  
 

表彰理由  

及び実績  

 

参考事項  

そ の 他 

 

上記のとおり提出いたします。  

 

年  月  日  

 

職 氏名            印  

 

阿賀野市長  様  


